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家屋の消毒方法に関する衛生相談について 

 

１ 支援策の内容 

  土砂災害等による浸水被害にあわれた方から、家屋の消毒方法に関する衛生相談をお受

けします。また、床上浸水により室内の消毒が必要な方で、希望される方に対して、職員

が訪問し、適正な濃度に調製した消毒液を配布します。 

   

２ 対象者 

  浸水被害にあわれた方（消毒液の配布は、床上浸水により室内の消毒が必要な方） 

 

３ 手続きの方法 

  健康福祉局保健部健康推進課（082-504-2622）にご相談ください。 

 

問 合 せ 先 
健康福祉局保健部健康推進課 

082-504-2622 


